
 
 

深谷市工事等設計書における情報提供実施要綱  

（平成２６年３月１８日市長決裁）  

（趣旨）  

第１条  この要綱は、市の入札に付され、市が発注する公共工事及

び施設維持管理業務、植栽管理業務その他これらに類する業務の

委託に係る金額を記載した設計書（以下 ｢工事等設計書 ｣とい  

う。）の情報提供に関し、必要な事項を定めるものとする。  

（対象となる情報の範囲）  

第２条  情報提供の対象となる工事等設計書は、当該工事等設計書

に係る工事請負契約等が締結され、かつ、当該工事等設計書に記

載された単価その他の事項について総務防災課長が別に定める条

件を満たしているものとする。  

（情報提供の申出）  

第３条  工事等設計書の情報提供を受けようとする者（以下｢申出

者｣という。）は、当該情報を管理している課等の長（以下｢課  

長｣という。）に工事等設計書情報提供申出書（様式第１号）を

提出するものとする。  

（提供の方法）  

第４条  工事等設計書の情報提供は、当該情報提供に係る工事等設

計書の写しを交付し、又は閲覧に供することにより行うものとす

る。ただし、これらにより難い場合は、電磁的記録の交付その他

の方法により行うことができる。  

（非公開情報の取扱い）  

第５条  課長は、申出に係る単価の記載された工事等設計書に深谷

市情報公開条例（平成１８年深谷市条例第１３号）第７条に規定

する非公開情報が記録されていることが判明したときは、当該工

事等設計書に係る非公開情報に該当する部分の情報提供を行って

はならない。  

（申出件数の取りまとめ）  

第６条  課長は、この要綱における情報提供の申出件数を情報提供



 
 

申出一覧表（様式第２号）により取りまとめ、総務防災課長に報

告しなければならない。  

（委任）  

第７条  この要綱に定めるもののほか、工事等設計書の情報提供に

関し必要な事項は、総務防災課長が別に定める。  

附  則  

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。  

  附  則（平成３０年２月１日決定）  

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。  



 
 

様式第１号  

工事等設計書情報提供申出書  

年  月  日  

 深谷市長     宛て  

郵便番号  

住所  

氏名  

 

電話番号  

 

深谷市工事等設計書における情報提供実施要綱第３条の規定に基

づき、次のとおり工事等設計書の情報提供を申し出ます。  

 

開札日  件名  内容  提供の方法  

   
□写しの交付  

□閲覧  

   
□写しの交付  

□閲覧  

   
□写しの交付  

□閲覧  

   
□写しの交付  

□閲覧  

 

法人その他の団体にあっては、

事務所又は事業所の所在地、名

称並びに代表者及び担当者の氏

名  



 
 

様式第２号 

情報提供申出一覧表 

総務防災課長 宛て 

 

   年度の工事等設計書に係る情報提供申出の状況は、次のとおりです。 

 

部  課長 

 
整理番号 受付日 申出者 件名 内容 提供した日 備考 

       

       

       

       

       

 


